
 

 

高 萩 市 教 育 委 員 会 

令和 8年 3月定例会会議録 

 

１ 日 時  令和８年３月 12 日（木） 午前９時 00 分～午前 10 時 20 分 

 

２ 場 所  本庁舎 会議室２－３ 

 

３ 議 事 

（１）会議録署名委員の指名について 

（２）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて 

（３）報告第２号 専決処分の承認を求めることについて 

（４）議案第２号 高萩市高浜スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の 

         一部改正について 

（５）議案第３号 高萩市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一 

         部改正について 

（６）議案第４号 高萩市立学校管理規則の一部改正について 

（７）議案第５号 高萩市立小中学校の教職員の時差勤務に関する要綱の制定について 

（８）議案第６号 高萩市学校運営協議会規則の一部改正について 

（９）議案第７号 高萩市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示 

の一部改正について 

（10）議案第８号 高萩市学校給食費事務取扱要項の一部改正について 

 

４ 教育長報告事項 

（１）令和７年度準要保護児童生徒の認定について 

（２）主な行事の実績及び今後の予定について 

 

５ その他 

 

６ 出席委員 

   教育長         大内 富夫 

教育長職務代理者    小林 正治 

委 員         増子 惠美 

委 員         佐川 睦子 

委 員         鷺 真由美 

 

 

 



 

 

７ 説明のため出席した職員 

   教育部長                       渡辺 忠紀 

教育総務課長兼私学振興室長              渡邉  慎 

学校教育課長                     和田 真一 

生涯学習課長                     瀬戸 信康 

教育総務課長補佐兼教育施設再編推進ＧＬ        豊田  長 

教育総務課長補佐兼学校給食センター長兼学校給食ＧＬ  堀田 幸司 

学校教育課長補佐                   上遠野 幸恵 

生涯学習課長補佐兼図書館長兼文化会館長兼生涯学習ＧＬ 水戸 友美 

教育総務課係長兼教育総務ＧＬ             小野瀨 恵子 

生涯学習課係長兼スポーツ推進ＧＬ           昆野 大輔 
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【開 会  午前９時 00 分】 

○教育長 

   ご報告申し上げます。ただいまの出席者５人全員であります。よって会議は成立

いたしました。 

   ただ今から、高萩市教育委員会の３月定例会を開会します。 

   説明のため、事務局職員を出席させておりますので、よろしくお願いします。 

   お手元の議事日程に従いまして、議事に入らせていただきます。 

   「（１）会議録署名委員の指名について」を議題といたします。 

   会議録につきましては、「高萩市教育委員会会議規則第 17 条第２項の規定により

教育長及び会議で決めた委員１名が署名しなければならない。」とされております。

教育長において、署名委員を指名させていただいてよろしいでしょうか。 

   【各委員から異議なしとの声あり】 

○教育長 

   それでは、鷺委員を指名いたします。 

○鷺委員 

   はい。 

〇教育長 

   次に、「（２）報告第１号 専決処分の承認を求めることについて」を議題といた

します。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問がありましたら遠慮なくお願いし

ます。 

〇小林教育長職務代理者 

   スポーツ振興くじの助成金、これが減額されたっていうのはどういうことなんで

しょうか。 

〇事務局 

   はい、こちら、新年度予算を計上する前に申請を出すんですけど、その時点で想

定していた場所、人工芝のグラウンドと夜間照明施設の部分で申請していたんです

けど、こちらが基本的には同じ施設を同じ年度にしている場合には、照明と人工芝

グラウンドの部分の申請メニューが違うんですね。こちらが同じ工事ということで

判定されますと、両方一度には助成がもらえないものですから、その時点で夜間照

明施設の方については助成の対象外になって人工芝グラウンドの部分だけが助成

の対象になったいうことで、こちらが除かれて、この部分を地方債、起債って言わ

れるんですけど、その部分に振り替えたっていうところで今回、減額の部分と増額

の部分が発生したということになっております。 

〇事務局 

   補足してよろしいですか。申請時点においてということになるので、交付内定を
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受けた金額を予算化してるものではないんですね。それなので、内定を受けた金額

が交付決定額になるものですから、申請額との相違が生じているというところにな

ります。 

〇教育長 

   申請する時には、最上限で申請するとその金額で、でも向こうで審査があって、

例えばこっちが 1,000 万円最上限で申請しても、いや、これは 700 万円しか該当し

ませんよって言ったら、700 万円しか下りないっていう、そういうことみたいです。 

〇小林教育長職務代理者 

   分かりました。 

〇教育長 

   その他、もし何かありましたら、よろしいでしょうか。では、無いようですので

採決を行います。 

   「報告第１号 専決処分の承認を求めることについて」ご承認いただける委員は

挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「報告第１号 専決処分の承認を求めることにつ

いて」は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

   次に、「（３）報告第２号 専決処分の承認を求めることについて」を議題といた

します。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

〇小林教育長職務代理者 

   これまでのことも聞きたいんですけど、ＩＣＴ活用教育事業経費のご説明をいた

だいたんですが、その中でタブレット端末の操作支援とか障害・トラブル対応のた

めの予算も入ってくるんだろうと思うんですが、タブレットを渡された児童生徒が

壊してしまったような場合の対応について、これまでと、それからこの予算の中に

入っているのかどうかをお伺いします 

〇事務局 

   タブレット本体の購入費用の中には、５年間の保証料も含まれておりますので、

児童生徒が誤って壊した場合でも、保護者に対して修理代を求めることがないよう

にしたいと考えております。 

〇小林教育長職務代理者 

   各家庭あるいは個人に賠償を求めることはないということですね。 

〇事務局 

   はい、過去の５年間も、同じように保険に入ってまして、個人に賠償を求めるこ

とはなく保証の方で対応しております。 

〇教育長 

   その他、何かありますか。では、無いようですので採決を行います。 
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   「報告第２号 専決処分の承認を求めることについて」ご承認いただける委員は

挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「報告第２号 専決処分の承認を求めることにつ

いて」は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

   次に、「（４）議案第２号 高萩市高浜スポーツ広場の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部改正について」を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

   大丈夫ですか。では、無いようですので採決を行います。 

   「議案第２号 高萩市高浜スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部改正について」ご承認いただける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第２号 高萩市高浜スポーツ広場の設置及

び管理に関する条例施行規則の一部改正について」は、原案のとおり可決すること

に決定いたします。 

   次に、「（５）議案第３号 高萩市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施

行規則の一部改正について」を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

   よろしいですか。無いようですので採決を行います。 

   「議案第３号 高萩市歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部改正について」ご承認いただける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第３号 高萩市歴史民俗資料館の設置及び

管理に関する条例施行規則の一部改正について」は、原案のとおり可決することに  

決定いたします。 

   次に、「（６）議案第４号 高萩市立学校管理規則の一部改正について」及び「（７）

議案第５号 高萩市立小中学校の教職員の時差勤務に関する要綱の制定について」

を一括して議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

〇小林教育長職務代理者 

   具体的にはどういったことが想定されるのですか。 

〇事務局 

   具体的に想定している状況としましては、例えば中学校の教職員をイメージしま
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すと、時間割が毎週火曜日と木曜日の１時間目に授業が入ってない教職員がいると

したら、２時間目のスタートの時間までに出勤すれば十分間に合うということで、

その間、朝の１時間を利用して、家事を済ませたり、例えばお子さんの登校の交通

指導をやったりして、１時間ずらして帰りを１時間遅らせるというような働き方を

イメージしています。それと夏季休業中ですね。８時から勤務だとすれば、それを

１時間繰り上げて７時から勤務して、帰り１時間早く帰るというような、このよう

な働き方をイメージして導入したという経緯でございます。 

〇教育長 

   小林教育長職務代理者、大丈夫ですか。 

〇小林教育長職務代理者 

   はい。 

〇事務局 

   これまでは恐らく学校ごとに、内々の運用でお願いしますというような暗黙のル

ールでやっていたところを、しっかり制度化しましょうというところです。 

〇佐川委員 

   会社で言うとフレックスタイムを導入したような感覚ですよね。 

〇事務局 

   そうですね。 

〇鷺委員 

   これは高萩だけですか。近隣は。 

〇事務局 

   おそらく県内では高萩が初だと思います。実は県立の高校はやってるんですが、

市町村立の学校では聞いた中では高萩が、県の担当の方とも話したんですが、他の

自治体でこういう話は聞いたことないですねっておっしゃっていたので、おそらく

初じゃないかなと思います。 

〇鷺委員 

   うちのお隣さんが学校の先生なんですが、立哨をやってから、車をすぐ脇に停め

ておいて急いで出勤されてるんです。それを見ていると申し訳ないというか、なん

かかわいそうだなと思ったりして、行事がある時に立哨代わったりしたこともあっ

たんですが、そういう時にゆっくり出勤できるのは先生方にとって安心ですね。 

〇小林教育長職務代理者 

   振替はその当日ではなくて、他の別日に振り替えるんですか。 

〇事務局 

   その当日の勤務を、通常であれば８時勤務スタートを９時勤務スタートにして、

終わりを５時半、その日のうちに振り替えをする。 

〇小林教育長職務代理者 

   その日のうちに振り替えをするんですね。 

〇事務局 

   そうですね、時間をずらして働く。 
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〇事務局 

   ちなみに、市役所も試行期間とはなってるんですが、同じようなルールがありま

すので、そういった運用ができる形になってます。 

〇教育長 

   では、無いようですので採決を行います。なお、採決については議案ごとに行い

ます。 

   最初に、「議案第４号 高萩市立学校管理規則の一部改正について」ご承認いた

だける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第４号 高萩市立学校管理規則の一部改正

について」は、原案のとおり可決することに決定いたします。 

   続いて、「議案第５号 高萩市立小中学校の教職員の時差勤務に関する要綱の制

定について」の採決を行います。ご承認いただける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第５号 高萩市立小中学校の教職員の時差

勤務に関する要綱の制定について」は、原案のとおり可決することに決定いたしま

す。 

   次に、「（８）議案第６号 高萩市学校運営協議会規則の一部改正について」を議

題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いしま

す。 

  では、無いようですので採決を行います。 

   「議案第６号 高萩市学校運営協議会規則の一部改正について」ご承認いただけ

る委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第６号 高萩市学校運営協議会規則の一部

改正について」は、原案のとおり可決することに決定いたします。 

   次に、「（９）議案第７号 高萩市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例

に関する告示の一部改正について」を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

   よろしいでしょうか。無いようですので採決を行います。 

   「議案第７号 高萩市教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告

示の一部改正について」ご承認いただける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第７号 高萩市教育委員会告示で定める申

請書等の押印の特例に関する告示の一部改正について」は、原案のとおり可決する

ことに決定いたします。 
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   次に、「（１０）議案第８号 高萩市学校給食費事務取扱要項の一部改正について」

を議題といたします。事務局から説明願います。 

○事務局 

   （資料に沿って説明する。） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いしま

す。 

〇小林教育長職務代理者 

   教職員までの無償化には届かないですか。 

〇事務局 

   なかなかちょっと難しいですよね。 

〇小林教育長職務代理者 

   無償化になれば、高萩に来る教職員が喜ぶと思うんですが。 

〇事務局 

   近隣の自治体の動向を申し上げますと、やはり今回、物価高騰の影響で教職員の

給食費の値上げをしている所は結構多いようです。 

〇教育長 

   小林先生がおっしゃるように、無償化にしたら高萩市に勤めたいなっていう教 

職員が増えるんじゃないですか。 

   では、無いようですので採決を行います。 

   「議案第８号 高萩市学校給食費事務取扱要項の一部改正について」ご承認いた

だける委員は挙手をお願いします。 

   全員挙手と認めます。よって、「議案第８号 高萩市学校給食費事務取扱要項の

一部改正について」は、原案のとおり可決することに決定いたします。 

   次に、「３ 教育長報告事項」をお願いします。はじめに、「（１）令和７年度準

要保護児童生徒の認定について」事務局から説明願います。 

〇事務局 

   （資料に沿って説明する。小学校 992 人中 113 人、83 世帯、認定率 11.3％、中

学校 554 人中 83 人、75 世帯、認定率 14.9％） 

○教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問がありましたらお願いします。 

   特によろしいですか。では、無いようですので次に、「（２）主な行事の実績及び

今後の予定について」のうち「主な行事の実績」について、事務局から説明願いま

す。 

○事務局 

   （各課、資料に沿って説明する） 

〇教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご質問やご質問がありましたらお願いします。 
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   では、無いようですので、次に、今後の予定について事務局から説明願います。 

○事務局 

   （各課、資料に沿って説明する） 

〇教育長 

   事務局の説明が終わりました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いしま

す。 

   特によろしいですか。では、無いようですので、教育長報告事項については終了

いたします。 

   次に、「４ その他」に移ります。事務局で何かありますでしょうか。 

○事務局 

   （高浜スポーツ広場人工芝グラウンド内覧会について説明） 

○教育長 

   説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございますか。 

〇鷺委員 

   これは一般の方も内覧できるんですか。 

〇事務局 

   はい、一般の方には市報や市ホームページ等で周知し、近隣住民の方には個別に

ポスティングをしていて、これまでの利用団体には直接ご案内を差し上げておりま

す。 

〇教育長 

   よろしいですか。それでは、次回教育委員会の日程をお願いします。 

○事務局 

   次回定例会の日程は確定していないので、調整してご連絡したいと思います。 

〇教育長 

   それでは、以上をもちまして、教育委員会３月定例会を終了いたします。 

 

                         【閉 会  午前 10 時 20 分】 


